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市
で
は
、
４
月
１
日
付
で
部

課
長
お
よ
び
係
長
・
係
員
の
異

動
を
行
い
ま
し
た
。
部
課
長
級

の
異
動
は
次
の
通
り
で
す
（
カ

ッ
コ
内
は
前
職
）。

　
【
部
長
級
】
企
画
経
営
室
長

（
企
画
経
営
室
行
政
管
理
担
当

部
長
）
佐
々
木
弘
治
▽
企
画
経

営
室
参
事 
兼
企
画
経
営
室
主

幹
（
企
画
経
営
室
主
幹
）
土
屋

健
治
▽
総
務
部
長（
財
務
部
長
）

西
村
幸
高
▽
市
民
部
長
（
福
祉

保
健
部
長
兼
福
祉
事
務
所
長
）

鹿
島
宗
男
▽
環
境
安
全
部
長
兼

危
機
管
理
室
長
（
環
境
部
長
）

小
林
尚
生
▽
福
祉
保
健
部
長
兼

福
祉
事
務
所
長
（
財
務
部
財
政

課
長
）
内
野
寛
香
▽
教
育
部
長

（
福
祉
保
健
部
保
険
年
金
課

長
）
師
岡
範
昭

　
【
課
長
級
】企
画
経
営
室
秘
書

広
報
課
長
兼
秘
書
係
長
事
務
取

扱
（
企
画
経
営
室
企
画
調
整
課

秘
書
広
報
担
当
課
長
兼
主
査
事

務
取
扱
）
渋
谷
千
春
▽
企
画
経

営
室
行
政
管
理
課
長
（
企
画
経

営
室
企
画
調
整
課
長
補
佐
兼
主

査
）
小
堀
高
広
▽
企
画
経
営
室

財
政
課
長
（
福
祉
保
健
部
障
害

福
祉
課
長
）
秋
山
悟
▽
総
務
部

総
務
課
長
（
企
画
経
営
室
総
務

課
長
）
坂
東
正
樹
▽
総
務
部
職

員
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
（
企

４
月
１
日
付　

市
人
事
異
動

画
経
営
室
職
員
課
長
）
下
川
尚

孝
▽
総
務
部
職
員
課
主
幹
〈
東

京
市
町
村
総
合
事
務
組
合
派

遣
〉（
教
育
部
総
務
課
長
兼
学
校

適
正
化
等
担
当
課
長
兼
施
設
管

理
係
長
事
務
取
扱
）
林
幸
雄
▽

総
務
部
情
報
管
理
課
長
（
企
画

経
営
室
行
政
管
理
課
長
）
浦
山

和
人
▽
総
務
部
管
財
課
長
兼
主

査
事
務
取
扱
（
財
務
部
管
財
課

長
兼
主
査
事
務
取
扱
）
久
保
田

嘉
代
子
▽
市
民
部
産
業
政
策
課

長
兼
農
業
委
員
会
事
務
局
長

（
市
民
部
産
業
振
興
課
長
兼
農

業
委
員
会
事
務
局
長
）
道
辻
正

信
▽
市
民
部
課
税
課
長
（
環
境

部
環
境
政
策
課
長
兼
主
査
事
務

取
扱
）
小
島
信
行
▽
市
民
部
納

税
課
長
（
財
務
部
納
税
課
長
）

高
梨
顕
彦
▽
環
境
安
全
部
〈
危

機
管
理
室
〉防
災
防
犯
課
長（
市

民
部
防
災
防
犯
課
長
）
山
下
一

美
▽
環
境
安
全
部
環
境
政
策
課

長
兼
生
活
環
境
係
長
事
務
取
扱

（
会
計
課
長
兼
出
納
係
長
事
務

取
扱
）
荒
島
久
人
▽
環
境
安
全

部
ご
み
対
策
課
長
（
環
境
部
ご

み
対
策
課
長
）
中
谷
義
昭
▽
福

祉
保
健
部
福
祉
総
務
課
長
兼
主

査
事
務
取
扱
（
企
画
経
営
室
総

務
課
主
幹
）
保
木
本
健
一
▽
福

祉
保
健
部
障
害
福
祉
課
長
（
会

計
課
長
補
佐
兼
審
査
係
長
）
後

藤
寿
之
▽
福
祉
保
健
部
保
険
年

金
課
長
（
財
務
部
課
税
課
長
）

佐
川
公
行
▽
子
ど
も
家
庭
部
子

育
て
支
援
課
主
幹
（
子
ど
も
家

庭
部
主
幹
）
功
刀
隆
▽
子
ど
も

家
庭
部
児
童
青
少
年
課
長
（
子

ど
も
家
庭
部
子
育
て
支
援
課
長

兼
ひ
と
り
親
支
援
係
長
事
務
取

扱
）
相
川
浩
一
▽
子
ど
も
家
庭

部
子
育
て
支
援
課
長
（
子
ど
も

家
庭
部
保
育
課
長
）
長
澤
孝
仁

▽
都
市
建
設
部
道
路
計
画
課
長

兼
用
地
係
長
事
務
取
扱
（
都
市

建
設
部
施
設
管
理
課
長
兼
主
査

事
務
取
扱
）
小
林
徹
雄
▽
都
市

建
設
部
管
理
課
長
兼
主
査
事
務

取
扱
（
市
民
部
防
災
防
犯
課
長

補
佐
兼
消
防
係
長
）
小
泉
勝
巳

▽
都
市
建
設
部
施
設
建
設
課
長

兼
主
査
事
務
取
扱
（
都
市
建
設

部
施
設
管
理
課
施
設
建
設
担
当

課
長
兼
土
木
工
事
係
長
事
務
取

扱
）
池
上
浩
一
▽
会
計
課
長
兼

出
納
係
長
事
務
取
扱
（
企
画
経

営
室
総
務
課
主
幹
）
田
之
上
真

▽
教
育
部
教
育
総
務
課
長
兼
施

設
管
理
係
長
事
務
取
扱
（
都
市

建
設
部
都
市
計
画
課
都
市
政
策

担
当
課
長
兼
街
路
交
通
計
画
係

長
事
務
取
扱
）
遠
藤
毅
彦
▽
教

育
部
指
導
室
主
幹
〈
統
括
指
導

主
事
〉（
東
京
都
教
育
委
員
会
）

富
永
大
優

　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７

０
・
７
７
１
６
へ
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
が
、
そ

の
資
産
価
値
に
応
じ
て
納
め
る
税

で
、
税
率
は
１
・
４
％
で
す
。

　
都
市
計
画
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
、
都
市
計
画
区
域
内
に
土

地
・
家
屋
を
所
有
す
る
方
が
、
そ

の
資
産
価
値
に
応
じ
て
納
め
る
税

で
、
都
市
整
備
な
ど
の
費
用
に
充

て
ら
れ
る
目
的
税
で
す
。
昨
年
度

ま
で
の
税
率
は
０
・　

％
で
し
た

２７

が
、　

年
度
は
０
・　

％
に
な
り

２７

２５

ま
す
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

税
額
は
、「
課
税
標
準
額
×
税
率
」

に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。「
課
税
標

準
額
」
は
原
則
と
し
て
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格

で
す
。
た
だ
し
、
法
律
に
基
づ
く

課
税
標
準
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る

場
合
や
、
土
地
に
つ
い
て
税
負
担

の
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合

は
、
課
税
標
準
額
は
価
格
よ
り
も

低
く
な
り
ま
す
。

土
地
の
価
格
・
税
負
担

　
土
地
の
価
格
は
原
則
と
し
て
、

３
年
ご
と
に
価
格
の
見
直
し
（
評

価
替
え
）
を
行
う
制
度
が
取
ら
れ

て
い
ま
す
。　

年
度
は
、
評
価
替

２７

え
の
年
に
当
た
る
た
め
、　

年
１

２６

月
１
日
を
価
格
調
査
基
準
日
と
し

た
地
価
調
査
を
実
施
し
、
価
格
を

算
出
し
ま
し
た
。

　
　
年
度
に
お
い
て
も
税
負
担
の

２７
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
個
々

の
土
地
の
価
格
に
対
す
る
前
年
度

課
税
標
準
額
の
割
合（
負
担
水
準
）

の
均
衡
化
を
図
る
調
整
措
置
（
負

担
調
整
）
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　
価
格
に
対
し
て
前
年
度
課
税
標

準
額
が
一
定
水
準
以
上
の
土
地
は
、

税
負
担
が
据
え
置
か
れ
た
り
引
き

上
げ
ら
れ
た
り
す
る
一
方
、
前
年

度
課
税
標
準
額
の
割
合
が
一
定
水

準
以
下
の
土
地
は
、
税
負
担
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
措
置
に

よ
り
、
前
年
度
よ
り
も
価
格
が
下

が
っ
た
土
地
に
つ
い
て
も
、
税
額

は
据
え
置
か
れ
た
り
引
き
上
げ
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

家
屋
の
評
価
・
税
負
担

　
　
年
度
は
家
屋
の
評
価
替
え
の

２７
年
度
に
当
た
る
た
め
、
新
し
い
評

価
基
準
に
よ
っ
て
新
増
築
分
家
屋

の
評
価
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
在

来
分
家
屋
も
、
こ
の
基
準
に
よ
っ

て
見
直
し
を
行
い
、
建
築
時
か
ら

の
年
数
経
過
に
応
じ
た
減
価
率
を

反
映
し
て
評
価
額
を
算
出
し
ま
し

た
。
　
た
だ
し
、
算
出
し
た
新
評
価
額

が
前
年
度
を
上
回
っ
た
場
合
は
、

前
年
度
の
評
価
額
に
据
え
置
き
、

下
回
っ
た
場
合
は
算
出
さ
れ
た
新

評
価
額
と
な
り
ま
す
。
こ
の
評
価

額
に
基
づ
き
税
額
を
算
出
し
ま
す
。

ま
た
減
価
率
は
、
最
低
限
度
で
あ

る　
％
に
な
る
ま
で
緩
や
か
に
減

２０
少
し
て
い
き
ま
す
が
、
家
屋
が
取

り
壊
さ
れ
な
い
限
り
、 
０ 
に
は
な

ゼ
ロ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
年
数
の
経

過
し
た
古
い
家
屋
で
は
、
税
額
が

下
が
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
新
築
住
宅
の
軽
減
適
用

　
次
の
期
間
に
新
築
し
、
固
定
資

産
税
の
新
築
軽
減
が
適
用
さ
れ
て

い
た
家
屋
は
、　

年
度
で
軽
減
の

２６

適
用
が
終
了
と
な
り
、
本
来
の
税

額
に
戻
り
ま
す
。

　
【
対
象
家
屋
】①　
年
１
月
２
日

２３

～　
年
１
月
１
日
に
建
築
さ
れ
た

２４
も
の
＝
一
般
住
宅
（
次
の
②
以
外

の
家
屋
）
②　
年
１
月
２
日
～　

２１

２２

年
１
月
１
日
に
建
築
さ
れ
た
も
の

＝
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層
耐
火

住
宅
な
ど

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
を 

発

送

し

ま

す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
（
金
）

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期

限
は
６
月
１
日
（
月
）
で
す
。

　
※
課
税
明
細
書
と
納
税
通
知
書

を
１
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
共
有
物
件
の
納
税
通
知
書
は
、

代
表
者
以
外
の
共
有
者
に
も
送
付

し
て
い
ま
す
。
支
払
い
用
の
納
付

書
は
、
従
来
通
り
代
表
者
に
送
付

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

　
口
座
振
替
制
度
は
、
指
定
し
た

金
融
機
関
の
口
座
か
ら
納
期
限
の

日
に
自
動
的
に
期
割
分
を
引
き
落

と
す
制
度
で
す
。
金
融
機
関
に
支

払
い
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
め

忘
れ
が
無
く
な
る
な
ど
の
利
点
が

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。利

用
で
き
る
市
税
な
ど

　
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

（
所
有
す
る
全
て
の
車
両
が
対
象

と
な
り
ま
す
）、国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

利
用
で
き
る
金
融
機
関

（　

年
４
月
１
日
現
在
）

２７

　
西
武
信
用
金
庫
、
み
ず
ほ
銀
行
、

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
三
井
住

友
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
埼
玉
り

そ
な
銀
行
、
東
京
都
民
銀
行
、
武

蔵
野
銀
行
、
東
和
銀
行
、
八
千
代

銀
行
、
西
京
信
用
金
庫
、
東
京
信

用
金
庫
、
青
梅
信
用
金

庫
、
多
摩
信
用
金
庫
、

中
央
労
働
金
庫
、
東
京

み
ら
い
農
業
協
同
組
合
、
東
京
都

信
連
お
よ
び
東
京
都
の
各
農
協
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

利
用
で
き
る
預
金
種
目

　
普
通
預
金
、
当
座
預
金
、
納
税

準
備
預
金
（
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
納
税
準
備
預
金
を
利
用
で

き
ま
せ
ん
）

申
し
込
み
方
法

　
市
内
の
金
融
機
関
で
手
続
き
が

で
き
ま
す
。
預
金
通
帳
、
通
帳
届

け
出
印
、
納
税
通
知
書
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
民
課
・
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）、
課
税
課・納
税

課
（
同
２
階
）
な
ど
で
配
布
し
て

い
る
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
納
期
が
到

来
す
る
月
の
前
月
末
ま
で
に
、
納

税
課
宛
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

市
が
手
続
き
を
代
行
し
ま
す
。

　
市
外
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
の

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る　
２０

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る

父
母
、
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
愛
の
手
帳
１
～
３
度
程
度
②

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
程
度

③
長
期
間
安
静
を
必
要
と
す
る
病

状
ま
た
は
精
神
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け

る
児
童
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
、

児
童
の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。　
※
申
請

者
本
人
・
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
義

務
者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】１
級
＝
５
万
１
１

０
０
円
▼
２
級
＝
３
万
４
０
３
０

円特
別
障
害
者
手
当

　
　
歳
以
上
で
、
重
度
の
障
害
が

２０

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
特

別
の
介
護
が
必
要
な
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者

お
よ
び
病
院
な
ど
に
３
カ
月
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
方
に
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。　
※
本
人
お
よ
び

扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】２
万
６
６
２
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　
　
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
害
が

２０
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
介

護
を
必
要
と
す
る
方
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お

よ
び
障
害
年
金
な
ど
の
受
給
者
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。　
※
本
人

お
よ
び
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限

あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】１
万
４
４
８
０
円

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　
　
歳
以
上
で
心
身
に
障
害
の
あ

２０
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
、　

歳
６５

以
上
で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し
た

方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。　
※
本

人
の
所
得
制
限
あ
り
。　

　
【
手
当
月
額
】１
万
５
５
０
０
円

方
や
来
庁
す
る
時
間
が
な
い
場
合

な
ど
は
、
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

　
※
今
年
度
分
の
申
し
込
み
は
、

１
期
分
か
ら
口
座
振
替
を
開
始
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
納
税
課
管
理
係
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

振
り
替
え
済
み
の
確
認

　
口
座
振
替
後
の
「
振
替
済
通
知

書
」
は
送
付
し
ま
せ
ん
。
預
金
通

帳
を
記
帳
し
、
振
り
替
え
済
み
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
口
座

振
替
し
た
方
に
一
括
し
て
、
６
月

中
旬
に
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」

を
送
付
し
ま
す
。

　
※
申
告
な
ど
で
証
明
が
必
要
な

場
合
は
、「
納
付
額
証
明
書
」を
発

行
し
ま
す
の
で
、
同
係
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

　
◎
納
期
を
過
ぎ
る
と
口
座
振
替

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
口
座
の
残

高
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
◎
振
替
口
座
を
登
録
し
た
後
に
、

固
定
資
産
の
相
続
や
売
買
な
ど
に

よ
る
所
有
権
移
転
登
記
で
納
税
義

務
者
を
変
更
し
た
場
合
は
、
新
た

に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
共
有
納

税
義
務
者
（
２
人
以
上
の
共
有
名

義
で
固
定
資
産
を
所
有
す
る
納
税

義
務
者
）
に
つ
い
て
も
、
共
有
員

（
共
有
の
代
表
者
を
含
む
）
の
う

ち
１
人
で
も
変
更
に
な
っ
た
場
合

重
度
心
身
障
害
者
手
当

　
重
度
の
心
身
障
害
の
た
め
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施

設
入
所
者
お
よ
び
３
カ
月
以
上
入

院
し
て
い
る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。　
※
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】
６
万
円

　
詳
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当

が
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
、
そ
の
他
の

手
当
に
つ
い
て
は
障
害
福
祉
課
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

は
、
同
様
に
口
座
振
替
の
手
続
き

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

共
有
員
は
変
更
せ
ず
共
有
持
分
の

み
変
更
し
た
場
合
は
、
口
座
振
替

の
登
録
が
継
続
さ
れ
ま
す
の
で
、

新
た
に
手
続
き
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん

　
◎
国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
主

に
課
税
さ
れ
て
い
る
た
め
、
世
帯

員
の
加
入
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
で
も
、
世
帯
主
が
変
わ
ら
な

い
限
り
、
口
座
振
替
は
継
続
さ
れ

ま
す
　
※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
へ
。

　

年
度
に
お
け
る
固
定
資
産
税
・

２７

都
市
計
画
税
の
あ
ら
ま
し

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の

手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

市
税
な
ど
の
納
付
に
は

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・

都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で
平
日

の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
※
介
護
保
険
料
、
保
育
園
保

育
料
、
学
童
保
育
料
は
納
付
書

を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領

収
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
４
月　
日
（
木
）
の

１６

午
後
８
時
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
４
月　
日
（
土
）・

１８

　
日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前

１９９
時
～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず

れ
も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
０
へ
。


